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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月9日(2015.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビジネス活動監視システムであって、
　被監視アプリケーションにおけるデーターを特定し追跡する監視コンポーネントと、
　被監視アプリケーション内の収集ランタイム・コンポーネントであって、該収集ランタ
イム・コンポーネントが、データー収集モデルにしたがって前記監視コンポーネントから
アプリケーション・データーを収集し、収集したデーターをイベント・ストリームとして
供給するように構成された、収集ランタイム・コンポーネントと、
　前記収集ランタイム・コンポーネントに結合されたイベント・ストアであって、該イベ
ント・ストアが、前記イベント・ストリーム・データーを格納するように構成された、イ
ベント・ストアと、
　前記被監視アプリケーションとは別のイベント処理コンポーネントであって、前記イベ
ント・ストアからデーターを引き出し、引き出したデーターに対してクエリーを実行する
ように構成され、前記クエリーが、観察モデルによって決定される、イベント処理コンポ
ーネントと、
を含む、ビジネス活動監視システム。
【請求項２】
　請求項１記載のビジネス活動監視システムであって、更に、
　前記観察モデルをクエリーに変換するように構成されたイベント処理プロキシー・コン
ポーネントを含む、ビジネス活動監視システム。
【請求項３】
　請求項１記載のビジネス活動監視システムであって、更に、
　前記イベント処理コンポーネントに結合され、前記イベント処理コンポーネントの出力
を１人以上のユーザーに供給するように構成された代表的状態遷移（REST)サービスを含
む、ビジネス活動監視システム。
【請求項４】
　請求項３記載のビジネス活動監視システムであって、更に、
　前記RESTサービスに結合されたポータルであって、前記RESTサービスの出力を１人以上
のユーザーに対する変更されたフォーマットに変換するように構成された、ポータルと、
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　前記イベント処理コンポーネントと前記RESTサービスとに結合された出力データー・ス
トアであって、該出力データー・ストアが、前記イベント処理コンポーネント内のクエリ
ーから観察とキー・パーフォーマンス・インディケータ（KPI）とを受ける、出力データ
ー・ストアと、
を含む、ビジネス活動監視システム。
【請求項５】
　請求項１記載のビジネス活動監視システムにおいて、前記データー収集モデルは、収集
されるべきデーターのタイプと、データーが収集されるべき方法と、データーが収集され
るべき時刻とのうちの少なくとも１つを特定する、ビジネス活動監視システム。
【請求項６】
　請求項１記載のビジネス活動監視システムにおいて、イベント・データー・ストリーム
が現在時刻増分と関連付けられる、ビジネス活動監視システム。
【請求項７】
　アプリケーションを監視する方法であって、
　被監視アプリケーションにおける監視コンポーネントを使用してアプリケーション・デ
ーターを追跡するステップと、
　前記被監視アプリケーション内で動作する収集ランタイムを使用して前記監視コンポー
ネントからデーターを収集するステップであって、前記データーが、前記被監視アプリケ
ーションとは独立に動作する監視アプリケーションから受けた１つ以上のデーター収集モ
デルに基づいて収集される、ステップと、
　収集したデーターを、イベント・ストリームとして、格納のためイベント・ストアに供
給するステップと、
　前記監視アプリケーションにより前記イベント・ストアから前記収集されたデーターを
引き出すステップと、
　前記監視アプリケーションにおいて前記収集されたデーターに対してクエリーを実行す
るステップであって、前記クエリーが観察モデルに基づく、ステップと、
　前記クエリーの結果をデーター・ストアに供給するステップと、
を含む、方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法であって、更に、
　データー収集プロファイルを受けるステップと、
　前記データー収集プロファイルから前記データー収集モデルを定めるステップと、
を含む、方法。
【請求項９】
　請求項７記載の方法であって、更に、
　観察モデルを受けるステップと、
　イベント処理サービス・プロキシーを使用して、前記観察モデルをクエリーに変換する
ステップと、
を含む、方法。
【請求項１０】
　請求項７記載の方法であって、更に、
　前記クエリーの結果を前記データー・ストアから代表的状態遷移（REST)サービスに供
給するステップであって、前記RESTサービスが、前記イベント処理コンポーネントの出力
を１つ以上のユーザーに供給するように構成される、ステップを含む、方法。
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